
　

平
成
27
年
3
月
に
は
、「
少
子
化
に
お

け
る
多
古
町
学
校
教
育
懇
談
会
の
ま
と

め
」
を
受
け
、『
多
古
町
学
校
教
育
ビ
ジ
ョ

ン
』
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
示
さ
れ
た
学
校
教
育

の
方
向
性
に
基
づ
き
、平
成
28
年
度
に
は
、

第
二
小
と
第
一
小
が
統
合
し
ま
し
た
。

常
磐
小
で
は

　
「
少
子
化
に
お
け
る
多
古
町
学
校
教
育

懇
談
会
の
ま
と
め
」
と
『
多
古
町
学
校
教

育
ビ
ジ
ョ
ン
』
を
受
け
、
平
成
29
年
度
か

ら
常
磐
小
の
学
校
規
模
適
正
化
に
取
り
組

み
、意
見
交
換
会
を
3
回
実
施
し
ま
し
た
。

　

1
回
目
は
、
11
月
に
常
磐
地
区
の
町
議

会
議
員
、
区
長
、
民
生
児
童
委
員
（
以

下
、
常
磐
地
区
関
係
者
）、
常
磐
小
Ｐ
Ｔ

Ａ
本
部
役
員
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
行
い
ま

し
た
。「
統
合
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え

備
を
じ
っ
く
り
と
行
い
、
子
ど
も
た
ち
が

安
心
し
て
統
合
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
」

「
＊

複
式
学
級
に
な
る
こ
と
は
避
け
た
い
」

等
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
基
に
町
教

育
委
員
会
と
し
て
、
常
磐
小
の
学
校
規
模

適
正
化
に
向
け
た
統
合
の
方
向
性
を
次
の

5
項
目
と
し
ま
し
た
。

学
校
統
合
の
方
針

　

学
校
統
合
は
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
環

境
を
第
一
に
考
え
、
保
護
者
や
地
域
住
民

の
皆
さ
ん
の
意
向
を
反
映
し
て
、
適
切
に

進
め
て
い
け
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
で

す
。
町
教
育
委
員
会
で
は
、意
見
交
換
会
・

説
明
会
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
等
を

考
慮
し
、
教
育
委
員
会
会
議
や
総
合
教
育

会
議
等
で
の
検
討
を
基
に
、
統
合
準
備
委

員
会
を
設
置
し
、
常
磐
小
と
第
一
小
の
統

合
を
円
滑
に
進
め
て
い
き
ま
す
。

望
ま
し
い
学
校
規
模

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
24
年
12
月

に
少
子
化
に
よ
る
児
童
生
徒
の
減
少
に
あ

た
っ
て
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
育

て
る
本
町
の
学
校
教
育
に
つ
い
て
、
広
く

意
見
を
聞
き
、
本
町
の
抱
え
る
学
校
教
育

の
課
題
解
決
の
方
向
性
を
示
す
た
め
『
少

子
化
に
お
け
る
多
古
町
学
校
教
育
問
題
懇

談
会
』
を
設
置
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平

成
26
年
2
月
に
そ
の
ま
と
め
と
し
て
「
学

校
の
小
規
模
化
と
学
校
運
営
上
の
課
題
」

「
学
校
の
小
規
模
化
と
指
導
上
の
課
題
」

「
望
ま
し
い
学
級
規
模
お
よ
び
望
ま
し
い

学
校
規
模
」
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、

学
級
規
模
と
学
校
規
模
に
つ
い
て
は
「
児

童
数
20
名
～
25
名
程
度
の
学
級
が
望
ま
し

い
」「
各
学
年
2
学
級
以
上
の
編
制
が
で

き
る
学
校
が
望
ま
し
い
」
と
し
ま
し
た
。

　

3
回
の
意
見
交
換
会
を
受
け
て
、
2
月

の
総
合
教
育
会
議
で
は
、
今
後
、
常
磐
小

の
学
校
規
模
適
正
化
に
向
け
た
方
針
や
計

画
案
等
を
ま
と
め
、
地
域
住
民
お
よ
び
保

護
者
の
皆
さ
ん
に
提
示
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
常
磐
地
区
保
護
者
全
員

に
、
再
度
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
30
年
度
に
は
、
4
月
、
7
月
、
11

月
に
常
磐
地
区
関
係
者
・
常
磐
地
区
保
護

者
を
対
象
と
し
て
、
説
明
会
を
行
い
常
磐

小
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
方
向
性
を

示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
再
度
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
統
合
年
度
に
つ

い
て
は
64
・
4
％
の
方
が
2
0
2
0
年

度
と
い
う
結
果
で
し
た
。「
統
合
へ
の
準

る
が
、
通
学
等
、
子
ど
も
た
ち
の
安
心
安

全
に
つ
い
て
検
討
し
て
ほ
し
い
」「
現
在

子
ど
も
を
持
つ
親
の
意
見
を
重
視
し
て
進

め
て
も
ら
い
た
い
」
等
の
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。

　

2
回
目
は
12
月
、
3
回
目
は
1
月
に
い

ず
れ
も
常
磐
小
保
護
者
お
よ
び
常
磐
地
区

の
未
就
学
児
の
保
護
者
（
以
下
、
常
磐
地

区
保
護
者
）
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
行
い
ま

し
た
。
参
加
者
に
は
常
磐
小
の
今
後
に
つ

い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、そ
の
結
果
報
告
も
行
い
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
統
合
に
つ
い
て
の
具

体
的
な
情
報
を
示
し
て
ほ
し
い
」「
余
裕

を
持
っ
て
統
合
計
画
を
進
め
て
ほ
し
い
」

「
教
育
委
員
会
か
ら
の
提
案
を
示
し
た
上

で
再
度
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
ほ
し

い
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
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全
国
的
に
少
子
化
が
急
速
に
進
み
、
多
古
町
に
お
い
て
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
多
古
町
教
育

委
員
会
で
は
、
現
在
直
面
し
て
い
る
学
校
統
合
や
学
校
規
模
の
適
正
化
な
ど
の
児
童
生
徒
数
の
減
少
に
よ
る

多
く
の
教
育
課
題
に
対
し
、
平
成
27
年
3
月
に
策
定
し
た
「
多
古
町
学
校
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
方
向
性
を
基

本
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
来
年
4
月
の
統
合
に
向
け
、
両
校
で
は
こ
れ
か
ら
連
携
し
た
取
り
組
み
が
進
め

ら
れ
て
い
き
ま
す
。

―
子
ど
も
た
ち
の
教
育
環
境
を
考
え
て
―

①総務部会
◦�業務は、統合に関わる全体計画や運営に関すること。

◦�統合に関する業務全体を総括し、スムーズに進捗するように�

企画・調整する。

②PTA・地域部会
◦�業務は、PTA 組織および後援会・賛助会組織に関すること。

スクールバスに関すること。地域に関すること。

◦�両校の PTA組織および後援会・賛助会組織の情報交換を行い、

円滑な運営や活動ができるようにする。

◦�スクールバスの事業計画を立案し、安全な登下校ができるよう

にする。

③教育部会
◦�業務は、学習活動および交流事業、児童会活動、部活動等児童

の活動に関すること。

◦�両校の児童が、さまざまな活動を通して交流し、不安や疑問を

払拭し仲良く統合後の学校生活が送れるようにする。

◦�両校の特色ある教育活動を精選し、新生第一小の教育活動の�

充実を図る。

④事務部会
◦�業務は、学校備品・教材等の整理に関すること、物品および�

学校図書の移動に関すること、移動予算に関すること、その他

備品等に関すること。

◦�学校備品および学校図書等の整理と移動を円滑に行う。

◦�学校備品等の整理および移動に関する予算計画を立案する。

統合準備委員会（仮称）の役割
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◆常磐小児童数の見込み
〔平成30年度～平成34年度〕� H30.5.1現在

◆多古町立小学校の今後の児童数の見込み

児
童
数

年度

お問合せ●学校教育課学校教育係☎76-5411

年　度 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 全校
平成30年度
（2018）

10 6 12 13 10 8 59

平成 31年度
（2019）

6 10 6 12 13 10 57

平成 32年度
（2020）

10 6 10 6 12 13 57

平成 33年度
（2021）

10 10 6 10 6 12 54

平成 34年度
（2022）

5 10 10 6 10 6 47

１　�常磐小は、望ましい学校規模適正化に向け

て統合します。

２　統合する小学校は第一小とします。

３　統合年度は、2020年度とします。

４　通学にはスクールバスを使用します。

５　�統合に向けて統合準備委員会（仮称）を組織

します。

＊
《
解
説
》

　
『
複
式
学
級
』
二
つ
以
上
の
異
な
る
学
年
を
一
つ
に
し
て

編
制
し
た
学
級
。
人
数
が
「
一
定
の
基
準
」
に
達
し
な
い
と

き
、
二
学
年
以
上
の
児
童
を
１
学
級
と
し
て
編
制
す
る
。

　
「
一
定
の
基
準
」
二
つ
以
上
の
連
続
す
る
学
年
の
合
計
人

数
が
16
人
。
た
だ
し
、
一
年
生
を
含
む
場
合
は
8
人
。

統合の方向性

※太枠の学年は複式学級となる見込み。

意見交換会やアンケート調査結果を踏まえて

来
年
４
月
、
常
磐
小
と
第
一
小
が
統
合


